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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理対象のエチレンガスが流れる流路と、
　前記流路内に配置される第１の電極と第２の電極と誘電体と、電力を供給する電源部と
、を少なくとも備え、前記第１の電極と前記第２の電極の間に前記電源部により電圧を印
加して放電を発生させることによりプラズマを発生させるプラズマ発生部と、
　前記流路内における前記プラズマ発生部によって発生したプラズマが存在する位置に設
けられる、前記処理対象のガスの反応を促進する触媒体であって、無機物質であるAl2O3
に担持された金属触媒粒子であるPtを有する触媒体と、
　を備え、
　前記電源部が、周波数が０．５ｋＨｚ以上２．０ｋＨｚ以下の交流の電力を供給するこ
とを特徴とするガス処理装置。
【請求項２】
　前記第１の電極と前記第２の電極と前記誘電体と前記触媒体は、前記処理対象のガスの
流れ方向に並べて配置され、それぞれ前記ガスの流れ方向に通気性を有し、
　前記触媒体は、前記流路における前記放電の発生空間または前記放電の発生空間よりも
前記ガスの流れ方向の下流側に配置されることを特徴とする請求項１に記載のガス処理装
置。
【請求項３】
　前記第１の電極と前記第２の電極と前記誘電体と前記触媒体は、前記ガスの流れ方向に
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直交する方向に並べて配置されることを特徴とする請求項１に記載のガス処理装置。
【請求項４】
　前記触媒体は、前記金属触媒粒子が表面に担持される前記無機物質である無機粒子と、
　前記無機粒子を固定するための無機材料からなる基材と、をさらに備えることを特徴と
する請求項１から３のいずれか１つに記載のガス処理装置。
【請求項５】
　前記触媒体は、前記金属触媒粒子が担持された無機粒子が多数充填されたものであるこ
とを特徴とする請求項１から３のいずれか１つに記載のガス処理装置。
【請求項６】
　前記第１の電極と前記第２の電極は、それぞれ所定の方向に延びる多数の電極から形成
される櫛歯型の電極であり、前記処理対象のガスは、前記櫛歯型の電極と前記誘電体と前
記触媒体で形成される空間を流れることを特徴とする請求項１から５のいずれか１つに記
載のガス処理装置。
【請求項７】
　前記プラズマは、無声放電、沿面放電、コロナ放電、パルス放電の少なくとも１種類以
上の放電プラズマであることを特徴とする請求項１から６のいずれか１つに記載のガス処
理装置。
【請求項８】
　前記電源部の出力が０．５Ｗ以上３．０Ｗ以下であることを特徴とする請求項１から７
のいずれか１つに記載のガス処理装置。
【請求項９】
　処理対象のエチレンガスの酸化分解反応を促進する触媒体であるＡｌ２Ｏ３にＰｔが担
持された触媒体が配置される範囲に、周波数が０．５ｋＨｚ以上２．０ｋＨｚ以下の交流
の電力が供給されることにより発生する放電によってプラズマを発生させ、
　前記プラズマに対して処理対象のエチレンガスを流通させて酸化分解することを特徴と
するガス処理方法。
【請求項１０】
　０．５Ｗ以上３．０Ｗ以下の電力を供給して放電させることによって、前記プラズマを
発生させることを特徴とする請求項９に記載のガス処理方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、低温プラズマと触媒体を利用して、有害なガスを酸化分解する装置およびそ
の方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、有害ガスの分解方法や分解装置として、低温プラズマを用いた方法や装置が提案
されている。低温プラズマは装置が簡単であること、および反応性に富んだ活性種が利用
できる化学反応であることから、反応が瞬時に進行するため、効率よくガス中に存在する
有害ガスを分解することが期待できる。また、低温プラズマは、他の技術との複合化が容
易であるため、様々な形態の複合プロセスが可能であることも知られている。しかしなが
ら、効率化が不十分な場合、有害ガスの分解による副生成物が発生するため、多量のエネ
ルギーを投入することが必要であり、そのため、空気からの窒素酸化物や多量のオゾンが
発生するなどの問題がある。したがって、低温プラズマによる大気中の有害ガスの除去を
実用化する為には、窒素酸化物やオゾンの発生を抑制して有害ガスの分解効率を高めるこ
とが重要な課題である。
【０００３】
　このような課題を解決する方法として、プラズマを用いたエチレンガスの分解方法（特
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許文献１、特許文献２）や、放電電極とアース電極（接地電極）との間にハニカム構造触
媒を設置する方法（特許文献３）や、マンガン系触媒を設置する方法（特許文献４）など
が提案されている。また、低温プラズマと触媒の併用において、これまでの触媒を利用す
る方法でのオゾンの発生や有害ガスの分解による副生成物の発生を、さらに改善する方法
およびその浄化装置（特許文献５）が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－１３９１９８号公報
【特許文献２】特開２００３－１５８９９６号公報
【特許文献３】特開２０００－１４０５６２号公報
【特許文献４】特開２００２－３３６３４３号公報
【特許文献５】特開２００５－２３０６２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　吸着によるガス浄化法では、短時間に吸着剤を再生することが必要となり、また、従来
の吸着剤の再生方法は水蒸気による脱着、加熱脱着などの設備が必要となり、設備が大型
化すること、および脱着方法によっては排水設備が必要となる場合がある。強誘電体のペ
レットを放電電極とアース電極との間に設置する方法では、誘電体の粒子径や充填量によ
っては高い電圧の印加が必要となり、それにより有害なオゾンや、空気から窒素酸化物が
生成するという問題がある。また、ハニカム状の触媒を設置する方法では、有害ガスと触
媒との接触を確保することが必要となり、そのため、放電電極とアース電極間距離が長く
なり、安定にプラズマを発生させるために高い電圧を印加してエネルギーを多量に投入す
ることが必要となることから、空気から窒素酸化物や多量のオゾンが生成するという問題
がある。また本発明者らが提案した方法では、金属触媒能を付与した吸着剤を使用する為
、金属触媒能を付与した吸着剤の量により処理する有害ガス濃度に限界があるという問題
があった。また、ペレット状、ハニカム状の触媒を設置する場合、構造上の問題から、浄
化装置のフレキシブルな設計が難しいなどの問題があった。
【０００６】
　そこで本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、常温でVOC（揮発
性有機化合物）などの有害ガスを酸化分解処理する装置および処理方法を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　すなわち第１の発明は、処理対象のガスが流れる流路と、
　前記流路内に配置される、第１の電極と第２の電極と誘電体と電力を供給する電源部と
を少なくとも備え、前記第１の電極と前記第２の電極の間に前記電源部により電圧を印加
して放電を発生させることによりプラズマを発生させるプラズマ発生部と、
　前記流路内における前記プラズマ発生部によって発生したプラズマが存在する位置に設
けられる、前記処理対象のガスの反応を促進する触媒体であって、無機物質上に存在する
金属触媒粒子を有する触媒体と、
　を備えることを特徴とするガス処理装置。
【０００８】
　第２の発明は、前記第１の電極と前記第２の電極と前記誘電体と前記触媒体は、前記処
理対象のガスの流れ方向に並べて配置され、それぞれ前記ガスの流れ方向に通気性を有し
、
　前記触媒体は、前記流路における前記放電の発生空間または前記放電の発生空間よりも
前記ガスの流れ方向の下流側に配置されることを特徴とする第１の発明に記載のガス処理
装置。
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【０００９】
　第３の発明は、前記第１の電極と前記第２の電極と前記誘電体と、前記触媒体は、前記
ガスの流れ方向に直交する方向に並べて配置されることを特徴とする第１の発明に記載の
ガス処理装置。
【００１０】
　第４の発明は、前記触媒体は、少なくとも前記金属触媒粒子が固定され、無機材料から
なる基材をさらに備えることを特徴とする第１から第３の発明のいずれか１つに記載のガ
ス処理装置。
【００１１】
　第５の発明は、前記触媒体は、前記金属触媒粒子が表面に固定される無機粒子と、
　前記無機粒子を固定するための無機材料からなる基材と、をさらに備えることを特徴と
する第１から第３の発明のいずれか１つに記載のガス処理装置。
【００１２】
　第６の発明は、前記触媒体は、前記金属触媒粒子が担持された無機粒子が多数充填され
たものであることを特徴とする第１から第３のいずれか１つに記載のガス処理装置。
【００１３】
　第７の発明は、前記第１の電極と前記第２の電極は、それぞれ所定の方向に延びる多数
の電極から形成される櫛歯型の電極であり、前記処理対象のガスは、前記櫛歯型の電極と
前記誘電体と前記触媒体で形成される空間を流れることを特徴とする第１から第６の発明
のいずれか１つに記載のガス処理装置。
【００１４】
　第８の発明は、前記プラズマは、無声放電、沿面放電、コロナ放電、パルス放電の少な
くとも１種類以上の放電プラズマであることを特徴とする第１から第７の発明のいずれか
１つに記載のガス処理装置。
【００１５】
　第９の発明は、前記金属触媒粒子が、Pt、Au、CeO2、PdO、MnO2、CuO、Agの少なくとも
一種類以上からなることを特徴とする第１から第８の発明のいずれか１つに記載のガス処
理装置。
【００１６】
　第１０の発明は、前記電源部が０．５kHz以上の出力周波数で電力を供給することを特
徴とする第１から第９の発明のいずれか１つに記載のガス処理装置。
【００１７】
　第１１の発明は、処理対象のガスの酸化分解反応を促進する触媒体が配置される範囲に
放電によってプラズマを発生させ、
　前記プラズマに対して処理対象のガスを流通させて酸化分解することを特徴とするガス
処理方法。
【００１８】
　第１２の発明は、０．５kHz以上の出力周波数で電力を供給して放電させることによっ
て、前記プラズマを発生させることを特徴とする第１１の発明に記載のガス処理方法。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明におけるガス処理装置は、触媒とプラズマを組み合わせることにより、有害物質
等を含むガスを、低温でCOやホルムアルデヒドなどの反応中間物質を残さずにCO2へ酸化
分解することが可能である。さらにプラズマにより、触媒表面への不純物や反応中間物質
などの吸着を防ぐため、触媒性能の劣化を抑制でき、触媒活性を長期間確保できる。また
、触媒を固定する基材を無機材料にすることにより、耐プラズマ性を備えることで触媒体
が長期間使用可能となる。これにより、環境汚染を引き起こしたり、人体に悪影響を及ぼ
す揮発性有機化合物（VOC）等の有害物質を効率よく、酸化分解することが可能なガス処
理装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
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【００２０】
【図１】本発明の実施形態に係るガス処理装置の断面模式図である。
【図２】本発明の実施形態に係る触媒微粒子を固定化した触媒体の模式図である。
【図３】本発明の他の実施形態に係る触媒体の模式図である。
【図４】本発明の他の実施形態に係る触媒体の模式図である。
【図５】本発明の他の実施形態に係る触媒体の模式図である。
【図６】本発明の他の実施形態に係るガス処理装置の模式図である。
【図７】本発明の他の実施形態に係るガス処理装置の模式図である。
【図８】本発明の他の実施形態に係るガス処理装置の断面模式図である。
【図９】本発明の他の実施形態に係るガス処理装置の断面模式図である。
【図１０】本発明の他の実施形態に係るガス処理装置の模式図である。
【図１１】本発明の他の実施形態に係るガス処理装置の模式図である。
【図１２】本発明の他の実施形態に係るガス処理装置の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態について詳述する。
【００２２】
（第１実施形態）
　図１は、本発明の実施形態であるガス処理装置２００の断面を模式的に表した図である
。ガス処理装置２００は、処理対象ガスを含むガスが供給される流路内に配置される。そ
して、図１において、ガス処理装置２００に対して矢印Ａ方向に供給される処理対象ガス
を含むガスを、ガス処理装置２００において発生させるプラズマと、触媒体１００の機能
によって、ＣＯ２に酸化分解する装置である。
【００２３】
　ガス処理装置２００は、印加電極１１と、接地電極１２と、誘電体１３と、触媒体１０
０と、電源部である（高圧）電源１４とを備える。ガス処理装置２００において、これら
印加電極１１と接地電極１２と誘電体１３と電源１４は、プラズマを発生させるための部
材・装置（プラズマ発生部）であり、電源１４によって電圧が印加されることで、印加電
極１１と接地電極１２と誘電体１３によって、印加電極１１と誘電体１３との間に放電に
よる低温プラズマ反応層が形成される。ガス処理装置２００において、印加電極１１と触
媒体１００と接地電極１２と誘電体１３はそれぞれ密着して構成される。なお、印加電極
１１と接地電極１２のいずれか一方が第１の電極であり、他方が第２の電極である。また
、他の実施形態において印加電極１１と接地電極１２がそれぞれ複数組み合わせられる場
合にも、いずれか一方の種類の複数の電極それぞれが第１の電極であり、他方の種類の複
数の電極それぞれが第２の電極である。
【００２４】
　印加電極１１は、電源１４によって電圧が印加される電極である。接地電極１２は、接
地線１２ａによって接地されている。そして、印加電極１１、接地電極１２および誘電体
１３は、電極面内をガスが通過できる通気性を有する構造である。具体的には、印加電極
１１と接地電極１２と誘電体１３の構造としては、格子状や簾状、パンチング加工などに
よる多孔状やエキスパンドメッシュ状の構造が挙げられ、これらの構造を２種以上組み合
わせた構造であってもよい。印加電極１１、接地電極１２については、針状の構造でもよ
い。また、印加電極１１と接地電極１２と誘電体１３は、上記した形状・構造のうち、同
じ形状・構造であってもよい。図１では、印加電極１１はメッシュのような開口が小さく
多数存在し、接地電極１２と誘電体１３はパンチングによる多孔状のように開口は大きく
少数にしてある。
【００２５】
　印加電極１１および接地電極１２としては、電極として機能する材料を用いることがで
きる。印加電極１１、接地電極１２の材料としては、例えば、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ、Ｎｉ、
Ｃｒ、Ｆｅ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｗ、Ｔａ、Ｍｏ、Ｃｏなどの金属やその合金を用いることがで
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きる。
【００２６】
　誘電体１３は、絶縁体となる性質を有していればよい。誘電体１３の材料としては、例
えば、ZrO2、γ-Al2O3、α-Al2O3、θ-Al2O3、η-Al2O3、アモルファスのAl2O3、アルミ
ナナイトライド、ムライト、ステアライト、フォルステライト、コーディエライト、チタ
ン酸マグネシウム、チタン酸バリウム、SiC、Si3N4、Si-SiC、マイカ、ガラスなどの無機
材料や、ポリイミド、液晶ポリマー、PTFE（poly tetra fluoro ethylene）、ETFE（ethy
lene tetra fluoro ethylene）、PVF（poly vinyl fluoride）、PVDF（poly vinylidene 
difluoride）、ポリエーテルイミド、ポリアミドイミドなどの高分子材料が挙げられる。
耐プラズマ性、耐熱性を考慮すると無機材料がより好ましい。
【００２７】
　なお、後述する触媒体１００が誘電体としての機能も備える場合（例えば、触媒体の一
部が絶縁体であるような場合）、触媒体１００を誘電体としても利用できるため、誘電体
１３を備えなくてもよい。
【００２８】
　次に、触媒体１００について説明する。図２は、本実施形態の触媒体１００の断面の一
部を模式的に表した図である。触媒体１００は、処理対象ガスを二酸化炭素（CO2）に酸
化分解する反応を促進する触媒である。さらに、本実施形態では触媒体１００に対してプ
ラズマを作用させるため、触媒体１００によって促進される酸化分解反応がさらに促進さ
れる。
【００２９】
　本実施形態の触媒体１００は、ガスが通過可能な通気性を有する板状あるいはシート状
の部材であり、基体１０と、基体１０に固定される触媒１などから構成される。触媒体１
００は、プラズマ発生部によって発生されたプラズマが存在する位置（範囲）に配置され
ている。具体的には、本実施形態では、印加電極１１と誘電体１３の間（放電空間）に配
置されている。触媒体１００は、図２において破線の両矢印Ｂで示す方向にガスが通過可
能である。そのため、本実施形態の触媒体１００は、フィルター状や、プレート状の部材
にパンチング加工などの穿孔処理がされた複数の穴を有するものや、メッシュ状などの通
気性を有する構造の基体１０に、通気性が維持されるように触媒１が固定された構造とな
っている。この触媒体１００は、ガス処理装置２００においては、触媒１が固定されてい
る面を印加電極１１側（ガスの流れ方向における上流側）に向けて配置される方が好まし
い。なお、例えば基体１０がフィルター状やメッシュ状の場合、基体１０内部には空間が
でき、触媒体１００の製造方法によっては基体１０内部に触媒１を固定することもできる
。また、基体１０の両面に触媒１を固定してもよい。触媒１が基体１０の内部にも固定さ
れる場合や、両面に固定される場合には、触媒体１００をどちらに向けて配置してもよい
。
【００３０】
　触媒１は、触媒微粒子１－ａが担体微粒子１－ｂに担持されたものである。触媒１は、
担体微粒子１－ｂに結合したシランモノマー２が、基体１０に対して化学結合３により結
合することで、基体１０に固定される。シランモノマー２による固定については後述する
。
【００３１】
　触媒１の触媒微粒子１－ａは、処理対象ガスをCO2に酸化分解する反応を促進する触媒
機能を有すれば、限定されるものではない。好ましくは酸化触媒能の高い、Au、Pt、CeO2
、PdO、MnO2、CuOがよい。
【００３２】
　この触媒微粒子１－ａは、粒径が０．５ｎｍ以上２００ｎｍ以下程度であればよい。ま
た、これらの触媒微粒子１－ａは担体微粒子１－ｂに対して、０．１～２０質量％分固定
されることが好ましく、０．５～１０質量％とするのがより好ましい。２０質量％以上担
持させると、触媒微粒子１－ａである触媒微粒子同士が凝集し、触媒活性が減少するから
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である。０．１質量％以下では十分な触媒活性が得られないので好ましくない。
【００３３】
　なお、触媒微粒子１－ａとしては、上述のように、少なくとも処理対象ガスを二酸化炭
素に酸化分解する反応を促進する触媒機能を有する微粒子が含まれている必要があるが、
他の物質と組み合わせてもよい。具体的には、助触媒と触媒微粒子を組み合わせた助触媒
粒子と触媒微粒子が混在するものや、各種金属元素を触媒微粒子と複合化させた複合微粒
子からなる複合触媒であってもよい。触媒微粒子単独の場合や触媒微粒子に助触媒を混合
させた場合には、触媒微粒子が多面体形状であるとともに上述の大きさの範囲内であれば
よい。また、他の金属元素を複合した複合微粒子の場合には、触媒微粒子の大きさが上述
の大きさの範囲内であればよい。助触媒または複合触媒において用いる触媒微粒子以外の
金属微粒子（ナノ粒子）としては、Pt、Pd、Irなどといった貴金属およびその酸化物、ま
たは卑金属およびそれらの酸化物などが挙げられる。これらの貴金属およびその酸化物、
卑金属およびその酸化物の微粒子は２種以上混合されて、担体微粒子１－ｂの表面に担持
されてもよい。
【００３４】
　担体微粒子１－ｂは、触媒微粒子１－ａを担持させるとともに、基体１０に担体微粒子
１－ｂを介して触媒微粒子１－ａを固定するための粒子である。担体微粒子１－ｂは、触
媒微粒子１－ａを担持させることができればどのようなものでもよいが、金属酸化物また
は主に物理的な吸着性を有する無機化合物を用いることが好ましい。
【００３５】
　金属酸化物としては、例えば、γ-Al2O3、α-Al2O3、θ-Al2O3、η-Al2O3、アモルファ
スのAl2O3、TiO2、ZrO2、SnO2、SiO2、MgO、ZnO2、Bi2O3、In2O3、MnO2、Mn2O3、Nb2O5、
FeO、Fe2O3、Fe3O4、Sb2O3、CuO、Cu2O、NiO、Ni3O4、Ni2O3、CoO、Co3O4、Co2O3、WO3、
CeO2、Pr6O11、Y2O3、In2O3、PbO、ThO2などの単一の無機酸化物が挙げられる。また、金
属酸化物としては、例えば、SiO2－Al2O3、SiO2－B2O3、SiO2－P2O5、SiO2－TiO2、SiO2
－ZrO2、Al2O3－TiO2、Al2O3－ZrO2、Al2O3－CaO、Al2O3－B2O3、Al2O3－P2O5、Al2O3－C
eO2、Al2O3－Fe2O3、TiO2－CeO2、TiO2－ZrO2、TiO2－WO3、ZrO2－WO3、SnO2－WO3、CeO2
－ZrO2、SiO2－TiO2－ZrO2、Al2O3－TiO2－ZrO2、SiO2－Al2O3－TiO2、SiO2－TiO2－CeO2
、セリウム・ジルコニウム・ビスマス複合酸化物などの複合酸化物でもよい。尚、セリウ
ム・ジルコニウム・ビスマス複合酸化物は一般式Ｃｅ１－Ｘ－ＹＺｒＸＢｉＹＯ２－δで
表わされる固溶体であり、Ｘ、Ｙ、δの値がそれぞれ０．１≦Ｘ≦０．３、０．１≦Ｙ≦
０．３、０．０５≦δ≦０．１５の範囲である。
【００３６】
　また、物理的な吸着性を有する無機化合物としては、例えば、ケイ酸塩としては、ゼオ
ライトA、ゼオライトP、ゼオライトX、ゼオライトYなどの合成ゼオライトや、クリノプチ
ルライトやセピオラオライト、モルデナイトなどの天然ゼオライトなどや、カオリナイト
、モンモリロナイト、酸性白土、珪藻土などの層状ケイ酸塩化合物や、オラストナイト、
ネプツナイトなどの環状ケイ酸塩化合物が挙げられる。また、リン酸３カルシウム、リン
酸水素カルシウム、ピロリン酸カルシウム、メタリン酸カルシウム、ハイドロキシアパタ
イトなどのリン酸塩化合物や、活性炭や、多孔質ガラスなども挙げられる。
【００３７】
　これらの担体微粒子１－ｂは処理対象のガス等の種類に応じて選択して使用されるもの
である。担体微粒子１－ｂの平均粒子径は、０．１μｍ以上５００μｍ以下であれば良い
。また、これらの担体微粒子１－ｂは単体で用いても、２種類以上混合して用いてもよい
。なお、ここでいう平均粒子径とは、体積平均粒子径のことをいう。本明細書において、
特に記載しない限りは、平均粒子径は体積平均粒子径とする。
【００３８】
　触媒１の製造方法を説明する。触媒１は、触媒微粒子１－ａが、多面体構造で担体微粒
子１－ｂに固定できる方法であればよい。共沈法、析出沈殿法、ゾル－ゲル法、滴下中和
沈殿法、還元剤添加法、ｐＨ制御中和沈殿法、カルボン酸金属塩添加法等の方法が挙げら
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れ、これらの方法は担体の種類により適宜使い分けることができる。
【００３９】
　次に、基体１０は、触媒１を固定して、触媒体１００を板状の部材として構成するため
の基材である。そして基体１０は、上述のように、通気性を有する構造となっており、例
えば、パンチング加工により多数の貫通孔が形成されているシート状のものや、繊維状、
布状、メッシュ状で、織物、網物、不織布などから構成される繊維構造体（フィルター状
）のものを用いることができる。その他、使用目的に合った種々の形状及びサイズ等のも
のを適宜利用できる。
【００４０】
　基体１０は、耐プラズマ性と耐熱性に優れた無機材料が好ましい。これは、まず耐プラ
ズマ性については、基体１０はプラズマが存在する領域に配置されるため、耐プラズマ性
を有することで、触媒体１００の触媒機能を長期間維持できるためである。耐熱性につい
ては、ガス処理装置２００の処理対象のガスは、燃料を燃焼して排出される、比較的温度
の高い排ガスである場合もあり、排ガスを処理する場合には耐熱性が必要であるためであ
る。なお、耐プラズマ性とは、プラスマ雰囲気中での耐久性であり、プラズマによる侵食
のされにくさである。
【００４１】
　基体１０に用いられる無機材料としては、具体的には金属材料や、セラミックスや、ガ
ラスなどが好ましく、さらには金属、金属酸化物、ガラスがより好ましい。また、本実施
形態では、触媒微粒子１－ａが担持された担体微粒子１－ｂは、シランモノマー２によっ
て基体１０に固定されるが、シランモノマー２が脱水縮合反応により基体１０に共有結合
するためには、基体１０は表面に酸化物の薄膜が形成されていることが好ましい。
【００４２】
　本発明の基体１０に用いられる金属材料としては、タングステン、モリブデン、タンタ
ル、ニオブ、ＴＺＭ（Titanium Zirconium Molybdenum）、Ｗ－Ｒｅ（tungsten-rhenium
）などの高融点金属や、銀、ルテニウムなどの貴金属及びそれらの合金または酸化物、チ
タン、ニッケル、ジルコニウム、クロム、インコネル、ハステロイなどの特殊金属、アル
ミニウム、銅、ステンレス鋼、亜鉛、マグネシウム、鉄などの汎用金属およびこれら汎用
金属を含む合金またはこれら汎用金属の酸化物を用いることができる。また、各種めっき
及び真空蒸着や、ＣＶＤ法や、スパッタ法などにより、上述した金属、合金または酸化物
の被膜が形成された部材を金属材料として用いてもよい。
【００４３】
　なお、上述した金属表面及びその合金表面には、通常、自然酸化薄膜が形成されており
、シランモノマー２を結合させるために、この自然酸化薄膜を利用することができる。こ
の場合には、予め、酸化薄膜の表面に付着している油分や汚れを通常の公知の方法により
除去することが、安定に、かつ、均一に担体微粒子１－ｂを固定するためには好ましい。
シランモノマー２の結合のために自然酸化膜を利用する代わりに、金属表面又は合金表面
に、公知の方法により化学的に酸化薄膜を形成したり、陽極酸化などの電気化学的な公知
の方法により酸化薄膜を形成してもよい。
【００４４】
　さらに、本発明の基体１０に用いられるセラミックスとしては、土器、陶器、せっき、
磁気などの陶磁器、ガラス、セメント、石膏、ほうろう及びファインセラミックスなどの
セラミックスを用いることができる。構成するセラミックスの組成は、元素系、酸化物系
、水酸化物系、炭化物系、炭酸塩系、窒化物系、ハロゲン化物系、及びリン酸塩系などの
セラミックスを用いることができ、また、それらの複合物でもよい。
【００４５】
　また、本発明の基体１０に用いられるセラミックスとしては、さらに、チタン酸バリウ
ム、チタン酸ジルコン酸鉛、フェライト、アルミナ、フォルステライト、ジルコニア、ジ
ルコン、ムライト、ステアタイト、コーディエライト、窒化アルミニウム、窒化ケイ素、
炭化ケイ素、ニューカーボン、ニューガラスなどや、高強度セラミックス、機能性セラミ
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ックス、超伝導セラミックス、非線形光学セラミックス、抗菌性セラミックス、生分解性
セラミックス、及びバイオセラミックスなどのセラミックスを用いることが可能である。
【００４６】
　また、本発明の基体１０に用いられるガラスとしては、ソーダ石灰ガラス、カリガラス
、クリスタルガラス、石英ガラス、カルコゲンガラス、ウランガラス、水ガラス、偏光ガ
ラス、強化ガラス、合わせガラス、耐熱ガラス・硼珪酸ガラス、防弾ガラス、ガラス繊維
、ダイクロ、ゴールドストーン（茶金石・砂金石・紫金石）、ガラスセラミックス、低融
点ガラス、金属ガラス、及びサフィレットなどのガラスを用いることが可能である。
【００４７】
　また、本発明の基体１０にはその他に、普通ポルトランドセメント、早強ポルトランド
セメント、超早強ポルトランドセメント、中庸熱ポルトランドセメント、低熱ポルトラン
ドセメント、耐硫酸塩ポルトランドセメント、及びポルトランドセメントに高炉スラグ、
フライアッシュ、シリカ質混合材を添加した混合セメントである高炉セメント、シリカセ
メント、及びフライアッシュセメントなどのセメントを使用することが可能である。
【００４８】
　また、本発明の基体１０にはその他に、チタニアや、ジルコニア、アルミナ、セリア（
酸化セリウム）、ゼオライト、アパタイト、シリカ、活性炭、珪藻土などを使用すること
ができる。さらに、本実施形態の無機酸化物には、クロム、マンガン、鉄、コバルト、ニ
ッケル、銅、錫などからなる金属酸化物を用いることも可能である。
【００４９】
　次に、触媒１の基体１０に対する固定方法について説明する。本実施形態における触媒
１は、触媒微粒子１－ａが担持された担体微粒子１－ｂの表面に結合したシランモノマー
２が、脱水縮合反応して形成される化学結合３（共有結合）によって基体１０と結合する
ことにより基体１０に保持されている。
【００５０】
　シランモノマー２によって触媒微粒子１－ａが担持された担体微粒子１－ｂを基体１０
に結合するメカニズムを説明する。担体微粒子１－ｂに結合したシランモノマー２は、不
飽和結合部または反応性官能基を担体微粒子１－ｂに対して外側に向けて配向して結合す
る。これは、シランモノマー２の片末端であるシラノール基が親水性であるため、同じく
親水性である担体微粒子１－ｂの表面に引きつけられやすく、一方、逆末端の不飽和結合
部または反応性官能基は疎水性であるため、担体微粒子１－ｂの表面から離れようとする
からである。このため、シランモノマー２のシラノール基は、担体微粒子１－ｂの表面に
脱水縮合反応により共有結合し、シランモノマー２は不飽和結合部または反応性官能基を
外側に向けて配向しやすい。したがって、多くのシランモノマー２については、不飽和結
合部または反応性官能基を外側に向けて担体微粒子１－ｂと共有結合する。そして、担体
微粒子１－ｂの表面に結合したシランモノマー２の外側に向いている不飽和結合部または
反応性官能基は、この不飽和結合部または反応性官能基同士が結合して、担体微粒子１－
ｂ同士が結合すると共に、基体１０の表面とも結合することにより、担体微粒子１－ｂが
基体１０に固定される。
【００５１】
　換言すると、本実施形態で用いられる触媒体１００では、不飽和結合部または反応性官
能基を有する反応性に優れたシランモノマー２を用いることで、シランモノマー間の不飽
和結合部または反応性官能基同士の化学結合３により基体１０上の複数の担体微粒子１－
ｂ同士を結合するとともに、基体１０と対向する担体微粒子１－ｂ表面のシランモノマー
２と基体１０表面との間で不飽和結合部または反応性官能基による化学結合３を形成する
ことで、担体微粒子１－ｂを基体１０上に固定している。
【００５２】
　脱水縮合により担体微粒子１－ｂに共有結合するシランモノマー２が有する不飽和結合
部または反応性官能基としては、ビニル基、エポキシ基、スチリル基、メタクリロ基、ア
クリロキシ基及びイソシアネート基などが挙げられる。
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【００５３】
　上記の不飽和結合部または反応性官能基を有するシランモノマー２の例としては、ビニ
ルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、Ｎ－
β－（Ｎ－ビニルベンジルアミノエチル）－γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ
－（ビニルベンジル）－２－アミノエチル－３－アミノプロピルトリメトキシシランの塩
酸塩、２－（３、４エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、３－グリシド
キシプロピルトリメトキシシラン、３－グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、
３－グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、ｐ－スチリルトリメトキシシラン、３－
メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、３－メタクリロキシプロピルトリメト
キシシラン、３－メタクリロキシプロピルメチルジエトキシシラン、３－メタクリロキシ
プロピルトリエトキシシラン、３－アクリロキシプロピルトリメトキシシラン、３－イソ
シアネートプロピルトリエトキシシランなどが挙げられる。
【００５４】
　次に、触媒１を基体１０に固定して触媒体１００を製造する製造方法について説明する
。
【００５５】
　まず、不飽和結合部または反応性官能基を有するシランモノマー２を触媒微粒子１－ａ
が担持された担体微粒子１－ｂに共有結合させる。担体微粒子１－ｂへのシランモノマー
２の結合は通常の方法により形成させることができる。例えば、触媒微粒子１－ａが担持
された担体微粒子１－ｂが、水、メタノール、エタノール、ＭＥＫ（methyl ethyl keton
e）、アセトン、キシレン、トルエンなどの分散媒に分散した分散液にシランモノマー２
を加え、その後、還流下で加熱させながら、担体微粒子１－ｂの表面にシランモノマー２
を脱水縮合反応により共有結合させる方法がある。
【００５６】
　また、別の方法として、触媒微粒子１－ａが担持された担体微粒子１－ｂを粉砕により
微粒子化し、微粒子化したものを上記いずれかの分散媒に分散して得られた分散液にシラ
ンモノマー２を加える、或いは、シランモノマー２を触媒微粒子１－ａが担持された上記
担体微粒子１－ｂに加えてから粉砕により微粒子化して分散媒に分散させる。そして、分
散液を固液分離して１００℃から１８０℃で加熱してシランモノマー２を担体微粒子１－
ｂの表面に脱水縮合反応により共有結合させる方法でもよい。
【００５７】
　ここで、触媒１におけるシランモノマー２の量は、担体微粒子１－ｂの平均粒子径にも
よるが、担体微粒子１－ｂの質量に対して０．０１質量％以上から４０．０質量％以下で
あれば、担体微粒子１－ｂ同士の結合および担体微粒子１－ｂと基体１０との結合の結合
強度は、実用上問題ない。なお、結合に関与しない余剰のシランモノマー２があっても良
い。
【００５８】
　次に、シランモノマー２が表面に化学結合している担体微粒子１－ｂをメタノールやエ
タノール、ＭＥＫ（methyl ethyl ketone）、アセトン、キシレン、トルエンなどの分散
媒に混合し、分散させる。ここで、分散を促進させる為に、必要に応じて界面活性剤や、
塩酸、硫酸などの鉱酸や、酢酸、クエン酸などのカルボン酸などを加えるようにしてもよ
い。続いて、ビーズミルやボールミル、サンドミル、ロールミル、振動ミル、ホモジナイ
ザーなどの装置を用いて担体微粒子１－ｂを分散媒中で解砕・分散させ、担体微粒子１－
ｂを含むスラリーを作製する。
【００５９】
　続いて、以上のようにして得られた担体微粒子１－ｂが分散したスラリーを、基体１０
の表面に塗布する。スラリーの基体１０への塗布方法としては、一般に行われているスピ
ンコート法、ディップコート法、スプレーコート法、キャストコート法、バーコート法、
マイクログラビアコート法、グラビアコート法を用いればよく、目的に合った塗布ができ
れば特に限定されない。
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【００６０】
　そして、必要に応じて、加熱乾燥などで分散媒を除去することにより、基体１０と、担
体微粒子１－ｂとが化学結合する。具体的には、分散媒を除去することで、担体微粒子１
－ｂの表面のシランモノマー２間で化学結合３を形成させることにより担体微粒子１－ｂ
同士を結合させるとともに、シランモノマー２と基体１０との間に化学結合３を形成させ
ることにより、担体微粒子１－ｂを基体１０上に固定させる。
【００６１】
　本実施形態においては、基体１０とシランモノマー２とを化学結合３させる方法として
、グラフト重合による結合方法を用いることが好ましい。利用可能なグラフト重合として
は、例えばパーオキサイド触媒を用いるグラフト重合、熱や光エネルギーを用いるグラフ
ト重合、放射線によるグラフト重合（放射線グラフト重合）などが挙げられ、基体１０や
担体微粒子１－ｂの形状や形態に応じて適宜選択して用いられる。
【００６２】
　なお、シランモノマー２のグラフト重合を効率良く、かつ、均一に行わせるために、予
め、基体１０の表面に対して、コロナ放電処理やプラズマ放電処理や、火炎処理や、クロ
ム酸や過塩素酸などの酸化性酸の水溶液や水酸化ナトリウムなどを含むアルカリ性水溶液
による化学的な処理、などの親水化処理をしてもよい。
【００６３】
　以上が触媒体の構造および製造方法である。以上に説明した触媒体１００によれば、基
体１０に結合した担体微粒子１－ｂは、シランモノマー２により強固に基体１０上で保持
されるので、触媒１が基体１０から剥がれることを確実に防ぐことができる。
【００６４】
　つぎに、ガス処理装置２００に用いられる電源１４は、高電圧を印加可能な電源である
。電源１４としては、交流高電圧、パルス高電圧などの高電圧電源、DCバイアスに交流あ
るいはパルスを重畳させた電源などを用いることができる。交流高電圧の例としては、正
弦波交流、矩形波交流、三角波交流、鋸波交流などが挙げられる。この電源１４により、
印加電極１１と接地電極１２と誘電体１３によって形成される放電空間にプラズマが発生
するように、印加電極１１と接地電極１２に所定の電圧を印加すればよい。電源１４によ
る印加電圧は、処理対象ガスの濃度などにより変動するが、通常１～２０kV、好ましくは
２～１０kVである。なお、プラズマを発生させるために電源１４から供給される電力によ
り発生させる放電の種類としては、プラズマを発生させることができれば特に限定されな
いが、たとえば無声放電や沿面放電やコロナ放電やパルス放電などであればよい。また、
これらの放電が２種類以上組み合わされて発生してプラズマを発生させてもよい。
【００６５】
　また、その電源の出力周波数は高周波数が好ましく、具体的には０．５kHz以上であれ
ばよい。さらには０．５kHz以上１５kHz以下が好ましく、より好ましくは１kHz以上１０k
Hz以下がよい。周波数が０．５kHzよりも小さいと中間生成物やオゾンの生成量が増え、
１５kHzよりも大きいと処理対象とするいずれのガスについても酸化分解が抑制されてし
まう。
【００６６】
　以上が、本実施形態のガス処理装置２００の構成である。
【００６７】
　次に、以上に説明した本実施形態におけるガス処理装置２００によるガスの酸化分解処
理について説明する。まず、本実施形態のガス処理装置２００における処理対象ガスとし
ては、VOC（揮発性有機化合物：Volatile Organic Compounds）などの燃料や溶剤などに
含まれる揮発性を有する物質、あるいは一酸化炭素などのうち少なくともいずれかを含む
ガスである。つまり、これら複数種類のガスを含む混合ガスや、単独のガスである。VOC
の具体例としては、芳香族炭化水素であるベンゼン、キシレン、トルエン、エチルベンゼ
ン、スチレン、パラジクロロベンゼン、フタル酸ジ-２-エチルヘキシル、C=Oの二重結合
（カルボニル基）を持つ化合物では、ケトン類である、アセトン、メチルエチルケトン（
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MEK）、アルコール類であるイソプロピルアルコール、メタノール、エステル類である酢
酸エチル、フタル酸ジ-ｎ-ブチル、アルデヒド類である、ホルムアルデヒド、アセトアル
デヒドなどがある。また、アルカン類である、エチレン、テトラデカン、有機リン系のク
ロルピリホス 、ダイアジノン、その他、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等
が挙げられる。
【００６８】
　処理対象のガスによって、プラズマを発生させるための好ましい電源の出力周波数は異
なる。そのため、処理対象のガスの成分が予め特定されている場合には、ガスに応じて出
力周波数が設定されてもよい。具体的には、COでは、０．５kHz以上１５kHz以下がよく、
エチレンなどのアルカン類では０．５kHz以上７kHz以下が好ましく、その他のＶＯＣでは
、０．５kHz以上１５kHz以下がよい。この範囲の周波数であれば、中間生成物やオゾンの
生成がなく、処理対象ガスが酸化分解される。従って、ガスが特定されている場合に上記
範囲に出力周波数が設定されることで、中間生成物やオゾンを発生させることなくより確
実にガスを酸化分解処理することができる。
【００６９】
　ガスを処理する場合には、まず、電源１４によって、印加電極１１に電圧を印加した状
態で、図１において印加電極１１側から接地電極１２側の方向（矢印Ａ方向）に処理対象
ガスを含むガスを供給することにより、プラズマと触媒により加温することなく常温で処
理対象ガスを酸化してCO2に分解する。触媒のみであれば、ガスとの接触により触媒微粒
子表面が被毒し、触媒活性が失われたり、CO2に変化する前の一酸化炭素やホルムアルデ
ヒドなどの反応中間体を生じたりする。しかし、プラズマを併用することにより触媒表面
がクリーニングされ触媒活性が保たれ、反応中間体の生成量もほとんどなく、処理対象の
ガスはCO2に酸化分解される。
【００７０】
　なお、本実施形態のガス処理装置２００は、対象ガスを処理して、CO2に分解すること
で無害化して、常温で大気中に排出できる。本実施形態のガス処理装置２００において処
理可能なガスであるVOCとしては、たとえば、工場や事業所で使用される塗料、接着剤、
洗浄剤などの有機溶剤から揮発する物質が挙げられる。また、重油や灯油のほか液化石油
ガス（ＬＰＧ）や都市ガスなどの燃料から揮発する物質、あるいはこれらの燃料を燃焼し
た際の未燃焼のガスが挙げられる。また、農産物から発生するエチレンも挙げられる。さ
らに、自動車の内装材、住宅の建材・内装材、家電の筐体・部材などの素材からも揮発す
る物質などがある。また、処理対象である一酸化炭素としては、たとえば、工場や厨房の
燃焼工程、あるいは家庭用暖房器具などで、不完全燃焼により生じる。このような処理対
象ガスを含むガスを、触媒体１００に対して流すとともにプラズマを作用させることによ
り、加温することなく、効率的に処理対象ガスをCO2に酸化分解することで無害化し、大
気中へ排出することができる。
【００７１】
　なお、本実施形態においては、ガス処理装置２００が、触媒１を独立した触媒体１００
として備えるとして説明したがこれに限られない。プラズマ発生部と触媒体とが一体にな
った構成でもよい。すなわち、触媒１が、印加電極１１、接地電極１２あるいは誘電体１
３の表面に触媒微粒子１－ａが固定化された構成でもよい。また、これらの構成を組み合
わせてもよい。
【００７２】
　また、本実施形態では、誘電体１３を接地電極１２に密着させた構成としたが、これに
限られない。プラズマを発生させることができればよく、誘電体１３が、少なくとも印加
電極１１と接地電極１２のいずれかに密着していればよい。また、印加電極１１と接地電
極１２のそれぞれに誘電体１３を密着して配置し、その２つの誘電体１３の間に触媒体１
００を備える構成にしてもよい。
【００７３】
　また、本実施形態では、触媒体１００は、印加電極１１と誘電体１３との間に配置され
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ているとして説明したが、これに限られない。ガスの流路においてプラズマが存在する位
置に触媒体１００が存在すれば、処理対象ガスをＣＯ２へ酸化分解する反応をより促進で
きるため、例えば、印加電極１１、誘電体１３、接地電極１２で構成されるプラズマ発生
部の、ガスの流れ方向における下流側に配置されてもよい。
【００７４】
　また、本実施形態では、印加電極１１をガスの流れ方向における上流側に配置するとし
て説明したが、これに限られず、接地電極１２側からガスを流してもよい。
【００７５】
　また、本実施形態においては、触媒微粒子１－ａが担持された担体微粒子１－ｂをシラ
ンモノマー２などのシラン化合物によって固定するとして説明したがこれに限られない。
その他の一般的な樹脂などで構成されるバインダーによって担体微粒子１－ｂを固定して
もよい。また、化学結合以外にも、ファンデルワールス力や物理的吸着など公知の固定方
法を用いてもよい。
【００７６】
　以上説明した本実施形態のガス処理装置２００は、処理対象ガスを酸化分解する反応を
促進する触媒体１００と、プラズマとの組み合わせにより、効率良く処理対象ガスを酸化
分解できると共に、分解処理の過程で触媒１が被毒しても、プラズマによって触媒１がク
リーニングされるため、触媒体１００の触媒活性を長期間維持することができる。従って
、本実施形態によれば、長期間安定して処理対象ガスを酸化分解可能なガス処理装置２０
０を実現できる。さらに、本実施形態において、基体１０に結合した担体微粒子１－ｂを
シランモノマー２により基体１０上に結合した場合、触媒１が基体１０上に強固に固定さ
れ、剥がれなどを抑制することができる。よって、触媒１の脱落が防止され、処理対象ガ
スの酸化分解性能を長期間維持することができる。
【００７７】
（第２実施形態）
　次に、第２実施形態を説明する。図３は、本実施形態における触媒体１００の断面の一
部を模式的に表した図である。なお、以下の説明において第１の実施形態と共通する構成
については、同じ符号を付して説明を省略する。
【００７８】
　本実施形態の触媒体１００は、触媒微粒子１－ａが基体１０の表面にファンデルワール
ス力や物理的吸着などにより固定されている。本実施形態の触媒微粒子１－ａは、無機微
粒子ではなく基体１０の表面に直接固定される。なお、触媒微粒子１－ａの粒径は第１実
施形態と同様のものが好ましい。
【００７９】
　触媒微粒子１－ａの基体１０への担持量は、基体１０に対して０．５～２０質量％とす
るのが好ましく、さらに０．５～１０質量％とするのがより好ましい。この理由としては
、２０質量％以上担持させると触媒微粒子１－ａ同士が凝集し、触媒活性が減少するから
である。
【００８０】
　触媒微粒子１－ａを基体１０に担持する方法としては特に限定されるものではないが、
具体的な例として、共沈法、析出沈殿法、ゾル－ゲル法、滴下中和沈殿法、還元剤添加法
、ｐＨ制御中和沈殿法、カルボン酸金属塩添加法等の方法が挙げられ、これらの方法は担
体の種類により適宜使い分けることができる。
【００８１】
　以下に析出沈殿法を例として、本発明の触媒体の調整法について具体的に説明する。析
出沈殿法の具体的な方法としては、まず、金化合物を溶解させた水溶液を２０～９０℃、
好ましくは５０～７０℃に加温、攪拌しながら、ｐＨ３～１０、好ましくはｐＨ５～８に
なるようにアルカリ溶液にて調整し、その後、基体１０に添加したのち、１００～２００
℃にて加熱乾燥する。
【００８２】
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　用いられる金化合物水溶液としては、例えば、ＨＡｕＣｌ４・４Ｈ２Ｏや、ＮＨ４Ａｕ
Ｃｌ４や、ＫＡｕＣｌ４・ｎＨ２Ｏや、ＫＡｕ（ＣＮ）４や、Ｎａ２ＡｕＣｌ４や、ＫＡ
ｕＢｒ４・２Ｈ２Ｏや、ＮａＡｕＢｒ４などが挙げられ、金化合物の濃度は１×１０－２

～１×１０－５ｍｏｌ／Ｌとするのが好ましい。
【００８３】
　以上の本実施形態によれば、触媒微粒子１－ａを直接、基体１０に固定するため、基体
そのものが担体となるので、担持微粒子を必要とせず、触媒微粒子の凝集を抑制できると
いう効果が得られる。
【００８４】
　なお、本実施形態においても、触媒微粒子１－ａは、助触媒との混合粒子でもよいし、
複合粒子でもよい。
【００８５】
　また、触媒体１００においては、基体１０表面に、触媒微粒子１－ａの他に、マンガン
やコバルトなどの酸化物微粒子をさらに担持させたものでもよい。これはこれらの酸化物
微粒子が、触媒微粒子１－ａに有害物質が付着するのを抑制するので、長期に渡り、安定
して触媒の活性が持続できるからである。特に、この酸化物微粒子は、プラズマでは分解
されないような無機物質の有害物質が触媒微粒子１－ａに付着するのを防止できるので効
果的である。また、本実施形態では触媒微粒子１－ａとして金（Ａｕ）を示したが、第１
の実施形態で例示したＰｔ、ＣｅＯ２、ＰｄＯなどを用いる場合も同様に触媒体１００を
生成することができる。
【００８６】
（第３実施形態）
　次に第３実施形態を説明する。図４は、本実施形態の触媒体１００の断面の一部を模式
的に表した図である。第３実施形態の触媒体１００は、触媒微粒子１－ａが固定された無
機粒子１－ｃが、通気方向に通気性を有する容器に多数充填されたものである。従って、
図４に示す通気方向に処理対象のガスを含むガスを流すと、無機粒子１－ｃ間の隙間を流
れて無機粒子１－ｃ上の触媒微粒子１－ａに接触して、処理対象ガスからＣＯ２への酸化
分解反応が促進される。なお、本実施形態の触媒微粒子１－ａが担持された無機粒子１－
ｃを収容する容器は、ガスが内部に入る面と内部から出ていく面が、無機粒子１－ｃの粒
径よりも小さい開口部が形成されるなど、通気性を確保しつつ無機粒子１－ｃが外部に漏
れ出ない構造であればよい。また、この容器の材料は特に限定されないが、上述した実施
形態における基体１０の材料を用いてもよい。
【００８７】
　本実施形態の無機粒子１－ｃに用いられるものとしては、無機粒子１－ｂと同様の物質
を用いてもよく、分解する対象ガス等の種類に応じて選択して使用されるものである。無
機粒子１－ｃの平均粒子径は、１００μｍ以上５０００μｍ以下、好ましくは１００～１
０００μｍが良い。また、これらの無機粒子は単体で用いても、２種類以上混合して用い
てもよい。
【００８８】
　触媒微粒子１－ａは、無機粒子１－ｃの表面に固定されている。この無機粒子１－ｃと
触媒微粒子１－ａとの複合粒子（他の機能性微粒子を併用する場合には母粒子である無機
粒子１－ｃと触媒微粒子１－ａと他の機能性微粒子との複合粒子）の製造方法は、無機粒
子１－ｃと触媒微粒子１－ａとを複合化できれば特に限定されないが、例えば、乳鉢など
で無機粒子１－ｃと子粒子（触媒微粒子１－ａ）とを混ぜ合わせることで触媒微粒子１－
ａが無機粒子１－ｃに埋め込まれた複合粒子を形成することができる。また、その他に例
えば、無機粒子１－ｃと触媒微粒子１－ａを衝突させるなどして機械的に無機粒子１－ｃ
と子粒子を結合させる高速気流衝撃法や、無機粒子１－ｃと触媒微粒子１－ａに強い圧力
を加えることにより生じるエネルギーによって無機粒子１－ｃと触媒微粒子１－ａとを結
合させる表面融合法などのメカノケミカル法によっても形成することができる。
【００８９】
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　具体的に、触媒微粒子１－ａを無機粒子１－ｃに埋め込んで固定することにより複合微
粒子を作成可能な装置としては、汎用的なボールミルの他、回転翼式では株式会社カワタ
のスーパーミキサー、震蕩式では浅田鉄工株式会社のペイントシェーカーなどが例示でき
、この他にも株式会社奈良機械製作所製のハイブリダイゼーションシステム（登録商標）
やホソカワミクロン株式会社のメカノフュージョン（登録商標）、媒体流動乾燥機などが
例示されるが、特にこれらの装置には限定されない。
【００９０】
　さらに、他の混合方法として、例えば転動式ボールミル、高速回転粉砕機、高速気流衝
撃法粉砕機、媒体攪拌型ミル、機械的融合装置を用いることができる。これらの操作因子
としては、例えば高速回転粉砕機にあっては、攪拌速度、メディア質量、攪拌時間などの
調整などで触媒微粒子１－ａの無機粒子１－ｃへの埋め込み度（埋め込まれる深さ）を調
節でき、高速気流衝撃法粉砕機にあっては、キャリアガスの圧力、滞留時間などの調整な
どで触媒微粒子１－ａの無機粒子１－ｃへの埋め込み度を調節できる。
【００９１】
　複合化処理では、無機粒子１－ｃに対する触媒微粒子１－ａの割合が、0.5質量％以上
、40質量％未満となるように、上述したような複合微粒子を作成可能な複合装置に投入さ
れる。また、上述の装置による複合化処理において、攪拌時間などを調整することで、表
面が平滑な抗ウイルス剤の複合微粒子を形成することができる。つまり、複合化処理にお
いて、無機粒子１－ｃに触媒微粒子１－ａが埋め込まれた後、さらにその複合微粒子が互
いに衝突することにより、触媒微粒子１－ａが無機粒子１－ｃにより深く埋め込まれるた
め、触媒微粒子１－ａが無機粒子１－ｃの表面から突出していない滑らかな表面が形成さ
れる。
【００９２】
　本実施形態によれば、触媒微粒子１－ａを比較的粒径の大きな無機粒子１－ｃに担持す
る構成により、触媒微粒子１－ａが凝集せず、さらに、粒径が大きいため飛散しにくく基
体に固定化する必要がない。
【００９３】
（第４実施形態）
　次に、第４実施形態を説明する。図５は、本実施形態に係る触媒体１００の断面の一部
を模式的に表した図である。本実施形態は、触媒体１００が、多孔質の酸化被膜の細孔内
に触媒微粒子１－ａが固定された構造であることを特徴とする。
【００９４】
　本実施形態の触媒体１００は、基体１０の表面に酸化皮膜４が形成されている。酸化皮
膜４には多数の細孔５が形成されている。そして、酸化皮膜４の多数の細孔５内に、触媒
微粒子１－ａが充填されている。触媒体１００は、通気性が必要であるため、例えば、パ
ンチング加工により、触媒体１００を貫通する穴が複数形成されている。そして、本実施
形態の触媒体１００は、ガス処理装置２００において、酸化皮膜４側が、電極と対向し、
かつ、ガスの流れ方向における上流の方向に向くように配置されるのが好ましい。
【００９５】
　触媒体１００は、金属板を陽極酸化処理して酸化被膜を形成した金属を、第１の実施形
態において例示したいずれかの材料で形成した基体１０の表面に接着などにより固定した
ものでもよいし、基体１０としての金属板を酸化処理して、基体１０の表面に酸化被膜４
を形成したものでもよい。金属板としては、例えば、アルミニウム、タンタル、ニオブ、
チタン、ハフニウム、ジルコニウム、亜鉛、タングステン、ビスマス、アンチモンが挙げ
られる。好ましくは、陽極酸化により細孔ができやすいアルミニウムやチタンがよい。な
お、金属板の形状は特に限定されないが、全体の厚さは好ましくは、０．０５～１．０ｍ
ｍ、より好ましくは０．０８～０．３５ｍｍ、さらに好ましくは０．１～０．３ｍｍであ
る。
【００９６】
　酸化処理の方法は公知の方法を用いることができ、例えば、酸濃度１～１０質量％の溶
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液中で、酸化被膜を形成する金属板を陽極として通電する方法を用いることができる。陽
極酸化処理に用いられる溶液としては、例えば燐酸、クロム酸、蓚酸、硫酸、クエン酸、
マロン酸、酒石酸水溶液等を使用することができ、結晶性を制御するためには加熱処理を
してもよい。また、γ-アルミナやα-アルミナなどの結晶性を有する酸化皮膜を形成する
場合は、炭酸ナトリウムや、燐酸ナトリウムを含む水溶液中で火花放電をアルミニウム上
に形成させる方法や、硫酸水素ナトリウムと硫酸水素案網にウムを含む溶融塩中で陽極酸
化酸化するする方法が用いられる。金属板の金属材料によっては、陽極酸化により細孔５
が形成され、酸化処理における印加電圧、処理温度、処理時間などの条件により、細孔５
の径、細孔の間隔、膜厚などを調整することができる。
【００９７】
　触媒微粒子１－ａは、酸化皮膜４の表面に吸着させ、さらに、処理対象ガスと接触して
も脱着しない程度に酸化皮膜４に固定する。触媒微粒子１－ａを酸化皮膜４に固定する方
法は、特に限定されず、例えば、析出沈殿法、析出還元法、含漬法、イオン交換法、共沈
法、沈着法、混練法、水熱合成法、気相合成法等の公知の方法を用いることができる。
【００９８】
　本実施形態によれば、金属材料などに触媒微粒子１－ａを固定する場合、酸化被膜４の
表面に固定されるため、強固に固定されるという効果が得られる。特に陽極酸化処理によ
り形成される細孔５内に触媒微粒子１－ａを固定した場合には、より強固に触媒体１００
に固定され、触媒微粒子１－ａが脱落することが防止され、長期間安定して触媒作用が得
られる。
【００９９】
　なお、本実施形態では、触媒微粒子１－ａを酸化皮膜４に直接担持させるとして説明し
たが、これに限られない。酸化皮膜４の表面に担体微粒子１－ｂを析出させ、担体微粒子
１－ｂの表面に触媒微粒子１－ａを担持させてもよい。ただし、酸化皮膜４に触媒微粒子
１－ａを直接担持させる方法の方が、製造が容易である。
【０１００】
（第５実施形態）
　次に、第５実施形態について説明する。図６は、本実施形態のガス処理装置３００の模
式図である。本実施形態は、ガス処理装置の他の実施形態である。具体的には、本実施形
態のガス処理装置３００は、第１の実施形態で説明したガス処理装置２００を、処理対象
のガスの流れ方向に複数積層させた構成であることを特徴とする。
【０１０１】
　本実施形態は、ガス処理装置３００は、複数の印加電極１１と、複数の接地電極１２と
、複数の誘電体１３と、複数の触媒体１００と、電源１４と、を備える。そして、本実施
形態のガス処理装置３００においては、印加電極１１と接地電極１２と誘電体１３が交互
に設置されて低温プラズマ反応層８が構成され、その低温プラズマ反応層８における印加
電極１１と接地電極１２の間に、触媒微粒子が担持された触媒体１００が配置されている
。なお、印加電極１１、触媒体１００、誘電体１３、接地電極１２の１セットが、第１の
実施形態のガス処理装置２００に対応する。また、複数の印加電極１１と複数の接地電極
１２のいずれかが第１の電極であり、他方が第２の電極である。また、複数の印加電極１
１と複数の接地電極１２と複数の誘電体１３と電源１４とがプラズマ発生部を構成する。
【０１０２】
　このガス処理装置３００に対して、矢印ａの方向で処理対象のガスが流入し、矢印bの
方向で装置内から分解されたガスが排出される。ガス処理装置３００において、上述のよ
うにプラズマ反応層８は、印加電極１１と接地電極１２及び触媒体１００が複数積層され
た多層構造となっている。各層に触媒を担持した触媒体１００が設置され、それを多層構
造とすることによって、それぞれの電極間において処理対象ガス等を高度に酸化分解する
ことができる。
【０１０３】
　以上より、本実施形態によれば、多層構造により、多量のガスを効率よく酸化分解でき
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る。
【０１０４】
（第６実施形態）
　次に、第６実施形態を説明する。図７は、本実施形態のガス処理装置４００の模式図で
ある。図８は、本実施形態のガス処理装置４００の断面を示す模式図である。なお、図７
は、図８に示した構造のガス処理装置４００を分解した状態を示す分解斜視図である。ガ
ス処理装置４００は、プレートまたはシート状の誘電体１３の片面に印加電極１１、反対
の片面に接地電極１２が設置され、誘電体１３の両面で放電しプラズマを発生する特徴を
もっている。また、本実施形態のガス処理装置４００は、触媒体１００の面に沿って処理
対象のガスを流して処理する点がガス処理装置２００や３００と異なる。以下、本実施形
態のガス処理装置４００の構成を説明するが、上述した実施形態における構成と共通する
構成については同じ符号を付し説明を省略する。
【０１０５】
　本実施形態の印加電極１１および接地電極１２は、それぞれ、多数の電極で構成される
櫛歯状の電極である。そして、印加電極１１と、接地電極１２と、誘電体１３は、誘電体
１３が、印加電極１１と接地電極１２の少なくともいずれか一方に接触した状態で、配列
される。従って、印加電極１１と接地電極１２と誘電体１３が全て密着して積層されてい
てもよい。また触媒体１００とプラズマ存在領域９が重複するためには、印加電極１１と
接地電極１２の厚さは、薄い方が好ましい。
【０１０６】
　印加電極１１と接地電極１２の間に交流で高電圧の電圧を印加すると、印加電極１１と
誘電体１３との間で誘電体１３上に沿面放電がおこり、プラズマが発生する。同様に、接
地電極１２と誘電体１３との間で誘電体１３の表面上に沿面放電がおこり、プラズマが発
生する。
【０１０７】
　次に、触媒体１００は、これまでに説明した実施形態の触媒体と同様の構成である。そ
して、本実施形態の触媒体１００は、図７に示すように、印加電極１１の外側と接地電極
１２の外側に配置される。また、上述のように、ガス処理装置４００では、処理対象のガ
スは、触媒体１００を貫通するように流れるのではなく、触媒体１００に沿って流れて、
CO2への酸化分解反応を促進する。従って、本実施形態の触媒体１００は、上述したガス
処理装置２００や３００において用いられる通気性を有する構造でもよいし、通気性のな
いシート状やプレート上の構造でもよい。
【０１０８】
　また、触媒体１００を通気性のない構造とする場合には、表面にエンボス加工などによ
り凹凸が形成されていてもよい。触媒体１００の表面に凹凸が形成されていると、流通す
るガスとの接触面積が増加し、処理対象ガスからCO2への酸化分解反応をより促進するこ
とができる。
【０１０９】
　以上の構成の本実施形態のガス処理装置４００において、ガスを処理する場合には、図
７に（矢印ｃ－ｄで）示すように、印加電極１１の櫛歯と櫛歯の間に櫛歯に沿ってガスを
流す。また、接地電極１２側にガスを流す場合、櫛歯状の電極に通気性を持たせればよく
、（接地電極１２側の矢印ｃ－ｄで示すように）通気性を有する接地電極１２を通って印
加電極１１の櫛歯の方向に沿ってガスを流す。なお、この場合に触媒体１００が通気性を
有する場合には、ガスは電極側から隣接する触媒体１００に抜けて通過したり、逆に触媒
体１００から電極に抜けて通過したりすることができる。
【０１１０】
　また、電極の厚さが薄い場合、図８に示すように、プラズマ存在領域９が触媒体１００
の外側にもあるため、図７の矢印ａ－ｂに示すように触媒体１００の外側にガスを流して
もよい。これにより、流れるガスは、印加電極１１と接地電極１２のそれぞれ外側に配置
される触媒体１００に接触しながら流れることで、処理対象ガスからCO2への酸化分解反
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応が促進される。さらに、印加電極１１と誘電体１３との間での放電によって発生するプ
ラズマおよび接地電極１２と誘電体１３との間での放電によって発生するプラズマが、CO
からCO2への酸化分解反応をさらに促進する。
【０１１１】
　本実施形態によれば、触媒体１００の面に沿ってガスを流してガスを処理する構成とし
ても、処理対象ガスからCO2への酸化分解反応が促進され、処理対象ガスを含むガスを効
率よくCO2などに酸化分解するガス処理装置４００を提供することができる。特に、触媒
体１００の面に沿ってガスを流すため、ガスと触媒体１００との接触時間が増え、処理対
象ガスからCO2への酸化分解反応において、より触媒体１００による反応促進作用が得ら
れる。
【０１１２】
　また、本実施形態では、誘電体１３の両側で放電によるプラズマを発生させることがで
き、印加電極１１と接地電極１２と誘電体１３の１セットで効率よくガスを処理すること
ができる。
【０１１３】
　なお、本実施形態においては、ガス処理装置４００として、誘電体１３の一方の面側に
印加電極１１を配置し、誘電体１３の他方の面側に接地電極１２を配置して、それらの外
側に触媒体１００を配置した構成を説明したがこれに限られない。触媒体１００が処理対
象の流れるガスに接触し、かつ、印加電極１１、接地電極１２および誘電体１３によって
発生するプラズマの発生空間に処理対象のガスが流れて、プラズマが処理対象のガスに対
して作用する構造であればよい。具体的には、誘電体の表面に触媒微粒子１－ａを固定す
るなどして、誘電体１３が触媒体１００としての機能も備えるようにすることで、触媒体
１００を省略することもできる。さらに触媒体１００の外側に電極を配置する方法や、触
媒体１００を電極表面に固定する方法、またこれらを２種以上組み合わせてもよい。また
、触媒体１００や誘電体１３が通気性を有する場合には、櫛歯に沿った方向ではなく、触
媒体１００や誘電体１３の面に直交する方向に処理対象のガスを流通させてもよいことは
言うまでもない。
【０１１４】
（第７実施形態）
　次に、第７実施形態を説明する。図９は、本実施形態のガス処理装置５００を模式的に
示した図である。本実施形態のガス処理装置５００は、第６実施形態のガス処理装置４０
０の変形例である。
【０１１５】
　ガス処理装置５００は、第６実施形態のガス処理装置４００が、電極（１１,１２）や
誘電体１３の積層方向に複数積層されて構成されたものである。このガス処理装置５００
では、処理対象のガスは、ガス処理装置４００におけるガスの流路と同様に、電極の櫛歯
の間から触媒体１００を通る、あるいはガス処理装置４００を積層する際、装置間にプラ
ズマ存在領域が途切れない程度に隙間を設けて、その隙間にガスが流れる。そして、流れ
るガスは、触媒体１００とプラズマの採用により処理対象ガスからCO2への酸化分解反応
が促進される。
【０１１６】
　本実施形態によれば、ガス処理装置５００は、ガス処理装置４００が複数積層された構
成であるため、処理対象のガスに含まれる処理対象ガスをさらに効率的に酸化分解するこ
とができるという効果が得られる。
【０１１７】
（第８実施形態）
　次に、第８実施形態を説明する。図１０は、本実施形態の一例であるガス処理装置６０
０の断面の一部を模式的に表した図である。本実施形態のガス処理装置６００は、無声放
電によりプラズマを発生させる。
【０１１８】
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　ガス処理装置６００は、高電圧電源１４を用い電圧を印加してプラズマを発生させる印
加電極１１と接地電極１２と誘電体１３を設置した低温プラズマ反応層において、両電極
の間に触媒体１００が設置される。これらの電極と誘電体１３と触媒体１００とは互いに
密着して積層されている。図１０では、印加電極１１と接地電極１２の両方に対して誘電
体１３がそれぞれ密着して積層されているが、誘電体１３はいずれか一つだけでもよい。
【０１１９】
　また、触媒体１００は誘電体１３に密着していてもよいし、密着していなくてもよい。
両方の誘電体に密着させる場合、触媒体１００は通気性が必要であるが、少なくとも一方
の誘電体１３に密着させない場合は、触媒体１００は通気性がなくても良い。本実施形態
のガス処理装置６００の場合は、図１０の矢印ａ方向からガスを流入させ、他方の端部側
から矢印ｂ方向にガスを排出させることで、ガスの分解を行う。ガス処理装置６００は、
多層構造とすることで、多量のガスを効率よく分解でき、処理対象のガス量や、流速など
の使用条件に応じて、処理対象ガスを効率よく酸化分解できるように設置される。触媒体
１００は単層でも複数層に分けてもどちらでもよく、任意に設定できる。
【０１２０】
（第９実施形態）
　次に、第９実施形態を説明する。図１１は、本実施形態のガス処理装置７００の断面の
一部を模式的に表した図である。本実施形態のガス処理装置７００は、無声放電によりプ
ラズマを発生させ、ガスを分解する。
【０１２１】
　ガス処理装置７００は、筒型の印加電極１１と接地電極１２と触媒体１００が、年輪状
に径方向外側に積層して構成される円筒状の構造である。高電圧電源１４を用い電圧を印
加してプラズマを発生する印加電極１１と接地電極１２と誘電体１３を設置した低温プラ
ズマ反応層８に、両電極の間に触媒体１００が設置される。図１１では、印加電極１１と
接地電極１２ともにそれぞれに対して誘電体１３が密着して積層されているが、誘電体１
３はいずれか一つだけでもよい。
【０１２２】
　また、触媒体１００は一方の誘電体１３に密着していてもよいし、密着していなくても
よい。ガス処理装置７００の場合は、円形の両端面の一方からガスを流入させ、他方の端
面側から排出させることで、ガスの分解を行う。ガス処理装置７００のプラズマ反応層８
は、年輪状の多層構造としてもよく、多層構造とすることで、第５の実施形態のガス処理
装置３００（図６）または第７の実施形態のガス処理装置５００（図９）の多層構造の場
合と同様に、多量のガスを効率よく分解できる。処理対象のガス量や、流速などの使用条
件に応じて、処理対象ガスを効率よく酸化分解できるように、プラズマ反応層８に設置さ
れる、触媒体１００の筒型年輪状の枚数は複数でも一枚でも任意に設定できる。
【０１２３】
（第１０実施形態）
　次に、第１０実施形態を説明する。図１２は、本実施形態のガス処理装置８００の構成
を示す模式図である。本実施形態のガス処理装置８００は、第９の実施形態で説明した円
筒状のガス処理装置７００を４つ組み合わせて構成されるものである。このように、円筒
状のガス処理装置７００を複数組み合わせることで、さらに多量のガスを処理できる。
【０１２４】
　なお、図１２においては、ガス処理装置８００は、ガス処理装置７００を縦２列横２列
で配列しているが、これに限られない。ガス処理装置８００を設置する場所の形状などに
合わせて、適宜配列することができる。例えば、縦や横に１列に並べてもよいし、ガス処
理装置８００の断面が長方形、台形、三角形などの各種多角形あるいは、円形になるよう
に、複数のガス処理装置７００を配列してもよい。
【実施例】
【０１２５】
　次に、実施例を挙げて本発明をより具体的に説明する。ただし、本発明はこれらの実施
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例のみに限定されるものではない。
【０１２６】
　（触媒体の作製１）
　アルミナ織物（100mm×100mm、（株）ニチビ製）の表面をアルカリ洗剤で洗浄後、イオ
ン交換水で洗浄し、メタノールに浸漬後、乾燥機で乾燥させ、アルミナゾル（日産化学（
株）)に浸漬させ、エアーブロアーで余剰分を除去した後、110℃、２分間仮乾燥した。そ
の後、1300℃、２時間焼成した。続いて白金ナノ粒子コロイド液（（株）徳力本店製、５
ｎｍ）を処理したアルミナ織物の上にスプレーにて塗布した。次に、600℃、４時間乾燥
させ白金担持したα－アルミナ層を形成したアルミナ織物（触媒体）を作製した（第2実
施形態の触媒体に相当）。この時の白金の担持量をICPにて測定したところ、1.5wt%であ
った。
【０１２７】
　（触媒体の作製２）
　直径が500μmの純度99.99wt%のα－アルミナビーズ（大明化学工業）にビスアセチルア
セトナト白金を0.5wt%加えた後、乳鉢で混合し、アルミナビーズ表面にアセチルアセトナ
ト白金を担持させた。次にアセチルアセトナト白金を担持したアルミナビーズを電気炉で
450℃、4時間焼成することで0.9wt%の白金を担持した触媒体（第3実施形態の触媒体に相
当）を得た。なお、この触媒は粒子であるので、実際に触媒体として使用する際には、処
理ガスが通過でき、プラズマも存在できるように、通気性が維持されつつ粒子が漏れ出な
いように、容器などに充填される。実施例では、後述のようにガス処理装置として図１０
に示す装置を用いるので、通気性を有するメッシュで包装して触媒体として用いた。
【０１２８】
　（触媒体の作製３）
　99.7wt%で厚さ0.2mmのアルミニウム板（100mm×100mm）を、NaHSO4とNH4HSO4とを重量
比で１：１の割合で混合し170℃に加温して生成した溶融塩に浸漬する。そして対極にSUS
304を用い、浸漬したアルミニウムを陽極として170Vの電位を印加することで、多孔質の
α－アルミナからなる酸化皮膜を形成した。次に、水洗して乾燥後、Pt(NO2)2(NH3)2を2.
0wt%溶解した水溶液をスプレーにて塗布し、電気炉で450℃、４時間焼成することで、白
金を1.2g／m2担持したプレート状触媒体（第４実施形態の触媒体に相当）を得た。
【０１２９】
　（低温プラズマ反応器（ガス処理装置））
　実施例では、低温プラズマを発生させる装置として、図１０に示す低温プラズマ印加手
段を備えたガス処理装置６００を用いた。接地電極１２はアルミナ板で形成し、印加電極
１１は誘電体１３の外側に、銅テープにより形成した電極である。誘電体１３はα－アル
ミナである。印加電極１１に接する誘電体１３と、接地電極１２に接する誘電体１３との
間の隙間（隙間は1mm）に反応に用いる白金を担持した触媒体１００を配置した。触媒体
１００は前記の通り作製した３種類の各触媒体である。
【０１３０】
　ガス処理装置６００は、処理ガスが図１０の矢印ａ方向から流入させ矢印b方向に排出
させるため（矢印ｂ方向以外からガスが漏れないように）、図には記してないが、ガス流
通方向に対して平行な両側面（触媒体１００の図１０紙面手前側の側面と奥側の側面）は
塩ビ製の筐体で覆われている。
【０１３１】
　ガス処理装置６００を用いて、印加電極１１と接地電極１２間に電圧を印加して印加電
極１１と接地電極１２によって形成されるプラズマ反応層にプラズマを発生させ、処理対
象のガスとしてエチレン（C2H4）ガスを流通させ、室温にてC2H4の除去（分解）試験を実
施した。
【０１３２】
　プラズマの発生には、ファンクションジェネレータと高電圧アンプで構成されたＡＣ高
電圧電源を用いた。印加電圧は0～20kVpk-pkの範囲に設定した。放電出力は、V－Qリサー
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【０１３３】
　C2H4酸化反応試験は、C2H4ガスの初期濃度が50ppm、流量が200mL/minになるよう調整し
、ガス処理装置６００に流通させた。ガス分析は、ガス処理装置６００を通過したガスを
、光路長2.4ｍのガスセルを装備したFTIRにより、C2H4、CO、CO2の定量分析を行なった。
【０１３４】
　C2H4ガスをガス処理装置６００に流通させ、プラズマを印加してから15分後のC2H4、CO
、CO2の濃度を反応後のガス濃度とし、以下のようにC2H4除去率、CO生成率、CO2生成率を
求めた。
C2H4除去率（％）＝｛（初期C2H4濃度 － 反応後C2H4濃度）／初期C2H4濃度｝×100
CO生成率（％）＝[(反応後CO濃度)／{(初期C2H4濃度)×2}]×100
CO2生成率（％）＝[(反応後CO2濃度）／{(初期C2H4濃度)×2}]×100
【０１３５】
　また、分解したエチレンがCOまたはCO2以外の反応中間体となった割合を以下のように
求めた。
反応中間体生成率（％）＝C2H4除去率（％）－CO生成率（％）－CO2生成率（％）
【０１３６】
　（実施例１～21）
　触媒微粒子としては、Ptの他に、CeO2、PdO、Auを用いた。なお表１において、触媒体
の形態としては、触媒体の作製１として作製した前記α－アルミナ層を形成したアルミナ
織物の形態（織物形態）をａとし、触媒体の作製２として作製した前記平均粒子径500μm
のα－アルミナ粒子の形態（ビーズ形態）をｂ、触媒体の作製３として作製した同様に多
孔質のα－アルミナからなる酸化皮膜を形成したアルミニウム板（プレート形態）をｃと
して示す。電源装置１４による放電出力は0.5、1.0、3.0Ｗとし、電源出力周波数を0.05
、0.5、0.75、1.0、1.5、2.0、3.0、5.0、7.0、9.0kHzとした。
【０１３７】
　（比較例１、２）
　比較例１として、触媒をＰｔとし、触媒体の形態はａ（織物形態）とし、プラズマを印
加せず（触媒のみ）にエチレンガスを流通させた。比較例２として触媒を用いずに、放電
出力は1.0W、電源の出力周波数を１．０kHzとして、プラズマを印加した。
【０１３８】
　実施例と比較例の条件の詳細と、エチレン分解の結果を表１に示す。
【０１３９】
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【表１】

【０１４０】
　上記の結果から、触媒のみではエチレンは分解しない（比較例１）ことが確認された。
また、プラズマのみ（比較例２）では、エチレンは分解するが、完全にCO2へ酸化分解せ
ず、COとして多く残り、中間体、オゾンが多く生成されることが確認された。また、周波
数が0.5kHz未満になるとエチレンが完全にCO2に分解せず、COとして残り、オゾンも生成
されることが確認された。また7kHzを超えるとエチレンの除去率が大幅に低下することが
確認された。
【０１４１】
　次に、処理対象ガスをCOガスをガス処理装置６００に流通させ、プラズマを印加してか
ら15分後のCO、CO2の濃度を反応後のガス濃度とし、以下のようにCO除去率、CO2生成率を
求めた。
CO除去率（％）＝{(初期CO濃度－反応後CO濃度)／(初期CO濃度)}×100
CO2生成率（％）＝{(反応後CO2濃度)／(初期CO濃度)}×100
【０１４２】
　（実施例22～33）
　触媒微粒子としてはAuを用い、担体化ジルコニウムを用いた。電源装置１４による放電
出力は0.5、1.0、3.0Ｗとし、電源出力周波数を6、7、8、9、11、12、13、14、15kHzとし
た。
【０１４３】
　（比較例3から4）
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　比較例３として、触媒をAuとし、触媒体の形態はａ（織物形態）とし、プラズマを印加
せず（触媒のみ）にCOガスを流通させた。比較例４として触媒を用いずに、放電出力は1.
0W、電源の出力周波数を１．０kHzとして、プラズマを印加した。
【０１４４】
　実施例と比較例の条件の詳細と、COガス処理の結果を表２に示す。
【０１４５】
【表２】

【０１４６】
　上記の結果から、COガスがCO2に酸化する際に中間体の生成は確認できなかった。プラ
ズマを印加せず、触媒のみ（比較例３）でもCOを酸化するが、プラズマを併用することで
、CO除去率が高くなることで確認された。プラズマのみ（比較例４）では、COを酸化でき
ないことが確認された。また周波数が0.5kHz未満（実施例３１～３３）になるとCOが完全
にCO2に分解せず、COとして残り、オゾンも生成されることが確認された。
【０１４７】
　続いてCOガスを流通させ、室温にて経時によるCO酸化反応試験を実施した。CO酸化反応
試験はCOガスの初期濃度が1000ppm、流量が500mL/minになるよう調整し、ガス処理装置６
００に流通させた。ガス分析は、ガス処理装置６００を通過したガスを、光路長2.4ｍの
ガスセルを装備したFTIRにより、CO、CO2の定量分析を行なった。
【０１４８】
　（実施例34）
　実施例２２と同様に、触媒微粒子としてはAu／ZrO2を用いた。触媒体の形態はａ（織物
形態）とし、電源装置１４による放電出力は0.5Ｗとし、電源出力周波数を6kHzとした。
【０１４９】
　（比較例５）
　触媒をAuとし、触媒体の形態はａ（織物形態）とし、プラズマを印加しなかった。
【０１５０】
　実施例と比較例の条件の詳細と、経時によるCO酸化反応試験の結果を表３に示す。
【０１５１】
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【０１５２】
　プラズマを印加しない（比較例５）場合、CO除去率が低下することが確認された。
【０１５３】
　次に、MEK(CH3COC2H5)ガスをガス処理装置６００に流通させ、プラズマを印加してから
15分後のMEK、CO、CO2の濃度を反応後のガス濃度とし、以下のようにCO除去率、CO2生成
率を求めた。
MEK除去率（％）＝｛（初期MEK濃度 － 反応後MEK濃度）／初期MEK濃度｝×100
CO生成率（％）＝[(反応後CO濃度)／{(初期MEK濃度)×4}]×100
CO2生成率（％）＝[(反応後CO2濃度）／{(初期MEK濃度)×4}]×100
【０１５４】
　また、分解したMEKがCOまたはCO2以外の反応中間体となった割合を以下のように求めた
。
反応中間体生成率（％）＝MEK除去率（％）－CO生成率（％）－CO2生成率（％）
【０１５５】
　（実施例35～46）
　触媒微粒子としてはCeO2を用いた。電源装置１４による放電出力は1.0、2.0、5.0、7.0
Ｗとし、電源出力周波数を0.05、1、3、5、6、8、10、15、20kHzとした。
【０１５６】
　（比較例6から7）
　比較例６として、触媒をCeO2とし、触媒体の形態はａ（織物形態）とし、プラズマを印
加せず（触媒のみ）にMEKガスを流通させた。比較例７として触媒を用いずに、放電出力
は1.0W、電源の出力周波数を１．０kHzとして、プラズマを印加した。
【０１５７】
　実施例と比較例の条件の詳細と、MEK分解の結果を表４に示す。
【０１５８】
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【表４】

【０１５９】
　上記の結果から、MEKガスが触媒のみでは分解しない（比較例６）ことが確認された。
また、プラズマのみ（比較例７）では、MEKガスは分解するが、完全にCO2へ酸化分解せず
、COとして多く残り、中間体、オゾンが多く生成されることが確認された。また、周波数
が0.5kHz未満になるとMEKガスが完全にCO2に分解せず、COとして残り、オゾンも生成され
ることが確認された。また15kHzを超えるとMEKガスの分解が全く行われないことが確認さ
れた。
【０１６０】
　次に、C7H8（トルエン）ガスをガス処理装置６００に流通させ、プラズマを印加してか
ら15分後のC7H8、CO、CO2の濃度を反応後のガス濃度とし、以下のようにC7H8除去率、CO
生成率、CO2生成率を求めた。
C7H8除去率（％）＝｛（初期C7H8濃度 － 反応後C7H8濃度）／初期C7H8濃度｝×100
CO生成率（％）＝[(反応後CO濃度)／{(初期C7H8濃度)×7}]×100
CO2生成率（％）＝[(反応後CO2濃度）／{(初期C7H8濃度)×7}]×100
【０１６１】
　また、分解したC7H8ガスがCOまたはCO2以外の反応中間体となった割合を以下のように
求めた。
反応中間体生成率（％）＝C7H8除去率（％）－CO生成率（％）－CO2生成率（％）
【０１６２】
　（実施例47～51）
　触媒微粒子としては、PdOを用いた。なお表１において、触媒体の形態としては、触媒
体の作製１として作製した前記α－アルミナ層を形成したアルミナ織物の形態（織物形態
）をａとし、触媒体の作製２として作製した前記平均粒子径500μmのα－アルミナ粒子の
形態（ビーズ形態）をｂ、触媒体の作製３として作製した同様に多孔質のα－アルミナか
らなる酸化皮膜を形成したアルミニウム板（プレート形態）をｃとして示す。電源装置１
４による放電出力1.0、5.0、7.0Ｗとし、電源出力周波数を0.5、6.0、15.0kHzとした。
【０１６３】
　（比較例8から9）
  触媒をPdOとし、触媒体の形態はａ（織物形態）とし、電源の出力周波数を0.5Wとした
。
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【０１６４】
　実施例と比較例の条件の詳細と、C7H8分解の結果を表5に示す。
【０１６５】
【表５】

【０１６６】
　上記の結果から、C7H8ガスが触媒のみでは分解しない（比較例８）ことが確認された。
また、プラズマのみ（比較例９）では、C7H8ガスは分解するが、完全にCO2へ酸化分解せ
ず、COとして多く残り、中間体、オゾンが多く生成されることが確認された。また、周波
数が0.5kHz未満になるとC7H8ガスが完全にCO2に分解せず、COとして残り、オゾンも生成
されることが確認された。また15kHzを超えるとC7H8ガスの分解が全く行われないことが
確認された。
【０１６７】
　次に、実施例３０の触媒体においてアルミナ織物の代わりにＰＥＴ不織布を用い、比較
例１０とした。実施例３０の触媒体と比較例１０の触媒体を用いて、COガスを流通させ、
プラズマを4時間照射し、基体の状態を確認したところ、アルミナ織物（実施例３０）で
は、変化が見られなかったが、PET不織布（比較例１０）では劣化しており、耐プラズマ
性が低いことが確認された。
【符号の説明】
【０１６８】
　１００　触媒体
　２００　ガス処理装置
　３００　他の実施形態のガス処理装置
　４００　他の実施形態のガス処理装置
　５００　他の実施形態のガス処理装置
　６００　他の実施形態のガス処理装置
　７００　他の実施形態のガス処理装置
　８００　他の実施形態のガス処理装置
　１－ａ　触媒微粒子
　１－ｂ　無機微粒子
　１－ｃ　無機粒子
　２　　　シランモノマー
　３　　　化学結合
　４　　　酸化皮膜
　５　　　細孔
　８　　　放電空間
　９　　　プラズマ存在領域
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　１０　　基体
　１１　　印加電極
　１２　　接地電極
　１３　　誘電体
　１４　　電源

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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